
都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに通う

学部生・院生が、

①交通費※１と移転費の給付※２を受けることができます。

②農林水産業を含む家業や地方公務員※３への就業も対象と

なります。

本事業は地方公共団体が主体となって実施しています。

制度の詳細は裏面をご覧ください。

※１交通費の対象となる就職活動期間は地方公共団体が設定します。

※２交通費、移転費の両方又はいずれかでも申請できます。

※３地方公共団体が対象となる機関を指定します。

 自然も便利もある地方都市での暮らし
 ワークライフバランスの良い職住近接の暮らし
 親や昔の友達の近くにいる暮らし

実際に地方に移り住んで感じた魅力

＼ 東京の大学生・院生のみなさんへ ／

地元や気になっている地方企業への

就職を目指しませんか？

地方へ就職・移住する方を

応援します！

※本支援について、上記については令和7年度予算編成過程において詳細を検討するものであるため、成
立した各年度の国の予算の内容に応じて、事業内容等の変更があり得ることにご留意願います。












